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局
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一
部
を
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正
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業
局
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定
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規
程
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一
部
を
改
正
す
る
管
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規
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企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号

　

企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

伊　
　

藤　
　

直　
　

司　
　
　

　
　
　

企
業
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
職
員
給
与
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　
　

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
の
管
理
職
手
当
の
額
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か

11
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
係
る
も
の
に
限
り
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に

よ
り
算
出
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
礎
額
」
と
い
う
。）
か
ら
基
礎
額
に
管
理
職
手
当
の
区
分
が
一
種

及
び
二
種
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
五
、
三
種
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
四
、
一
種
、

二
種
又
は
三
種
以
外
の
職
を
占
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
手
当
の
額
の
算
出
の
基
礎
と

な
る
管
理
職
手
当
の
月
額
は
、
基
礎
額
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
三
号

　

企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

伊　
　

藤　
　

直　
　

司　
　
　

　
　
　

企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
二

年
宮
城
県
規
則
第
十
九
号
）」
を
「
平
成
二
十
三
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成

二
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
一
号
）」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号

　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

伊　
　

藤　
　

直　
　

司　
　
　

　
　
　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
固
定
資
産
等
管
理
規
程
（
昭
和
六
十
三
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
目
的
外
使
用
に
係
る
使
用
料
）

第
二
十
二
条　

第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
を
許
可
さ
れ
た
者
か
ら
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る

使
用
料
を
徴
収
す
る
。

２　

使
用
料
は
、
管
理
者
の
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

す
で
に
納
入
し
た
使
用
料
は
返
還
し
な
い
。
た
だ
し
、
管
理
者
が
特
別
の
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
は
な
い
。

　

第
二
十
五
条
中
「
第
二
十
七
条
第
一
号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、「
第
二
十
八
条
第
一
号
」
を
「
第

二
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、「
、
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、「
第
三
十
七
条
」
を
「
第
三
十
六
条
」

に
改
め
る
。

　

第
五
十
四
条
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。

　

別
表
を
別
表
第
二
と
し
附
則
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
一
（
第
二
十
二
条
関
係
）

（1）　 平成23年３月31日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第28号　　 
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備
考　

こ
の
表
に
お
い
て
は
、
次
に
よ
り
使
用
料
の
額
を
算
定
す
る
。

一　

面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
及
び
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
場
合
は
、

一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
切
り
上
げ
る
。

二　

延
長
が
一
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
場
合
及
び
一
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
場
合
は
、
一
メ
ー
ト

ル
に
切
り
上
げ
る
。

三　

使
用
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
期
間
が
一
年
未
満
の
場
合
及
び
一
年
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
は

月
割
計
算
、
当
該
期
間
が
一
月
未
満
の
場
合
及
び
一
月
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
は
日
割
計
算
に
よ
り
、
当

該
期
間
が
一
日
未
満
の
場
合
及
び
一
日
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
は
、四
時
間
を
超
え
る
と
き
は
一
日
と
し
、

四
時
間
以
下
で
あ
る
と
き
は
〇
・
五
日
と
し
て
計
算
す
る
。
た
だ
し
、
船
舶
等
動
産
の
一
日
の
使
用
時
間
が
八

時
間
を
超
え
十
六
時
間
以
下
の
と
き
は
一
・
五
日
と
し
、
十
六
時
間
を
超
え
る
と
き
は
二
日
と
し
て
計
算
す
る
。

四　

宅
地
、
田
畑
、
山
林
の
区
分
は
、
登
記
上
の
地
目
に
か
か
わ
ら
ず
現
況
に
よ
り
、
宅
地
、
田
、
畑
、
山
林
以

外
の
土
地
に
つ
い
て
は
、
最
も
近
似
す
る
区
分
に
よ
る
。

五　

電
柱
類
の
本
数
に
つ
い
て
は
、
Ｈ
柱
及
び
人
形
柱
は
一
基
を
も
つ
て
二
本
と
し
、
支
柱
及
び
支
線
は
そ
れ
ぞ

れ
一
本
と
し
て
計
算
す
る
。

六　

鉄
塔
類
の
面
積
に
つ
い
て
は
、
基
礎
の
占
め
る
面
積
と
し
、
一
基
に
つ
い
て
複
数
の
基
礎
を
有
す
る
場
合
は
、

各
基
礎
の
外
延
を
結
ぶ
直
線
に
囲
ま
れ
る
面
積
に
よ
る
。

七　

架
線
を
伴
う
電
柱
類
で
山
林
以
外
の
場
所
に
設
置
す
る
場
合
は
、
土
地
価
額
に
影
響
す
る
架
空
工
作
物
の
設

置
に
係
る
使
用
料
は
徴
収
し
な
い
。

八　

次
に
掲
げ
る
使
用
料
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
表
の
土
地
の
項
中
「
二
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は

「
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
、「
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
三
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
、「
一
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
一
・
五
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
、「
四
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
四
・
二

パ
ー
セ
ン
ト
」
と
す
る
。

　
　
　

イ　

使
用
期
間
が
一
月
に
満
た
な
い
場
合
の
土
地
の
使
用
に
係
る
使
用
料

　
　
　

ロ　

建
物
そ
の
他
の
施
設
の
利
用
に
伴
う
土
地
の
使
用
に
係
る
使
用
料
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財
産
の
種
類

土
地

建
物

使　
用　
の　
目　
的

�
　

電
柱
類
の
設
置

�
　

鉄
塔
類
の
設
置

�
　

維
持
管
理
に
地
表
を

使
用
す
る
管
類
の
地
下

埋
設

�
　

維
持
管
理
に
地
表
を

使
用
し
な
い
地
下
工
作

物
の
設
置

�
　

土
地
価
額
に
影
響
す

る
架
空
工
作
物
の
設
置

�
　

そ
の
他

使　
　

用　
　

料　

（
年　
　

額
）

一
本
に
つ
き

一
平
方
メ
ー
ト
ル

に
つ
き

外
径
が
〇
・
四

メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の　

一
メ
ー
ト

ル
に
つ
き

外
径
が
〇
・
四

メ
ー
ト
ル
以
上
一

メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の　

一
メ
ー
ト

ル
に
つ
き

外
径
が
一
メ
ー
ト

ル
以
上
の
も
の　

一
メ
ー
ト
ル
に
つ

き地
下
工
作
物
の
平
面
が
垂
直
に
地
表
を
画
す
る
部
分
の
土
地
価

額
の
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
金
額

土
地
面
積
に
対
す
る
架
空
工
作
物
の
平
面
が
垂
直
に
地
表
を
画

す
る
部
分
（
架
空
工
作
物
が
広
告
物
等
（
広
告
物
及
び
こ
れ
に

類
す
る
物
並
び
に
こ
れ
ら
を
掲
出
す
る
物
件
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
広
告
物
等
の
広
告
の

表
示
面
を
垂
直
に
土
地
に
投
影
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け

る
当
該
投
影
部
分
）
の
面
積
の
割
合
を
土
地
価
額
に
乗
じ
て
得

た
額
の
、
土
地
価
額
に
相
当
の
減
価
を
来
す
場
合
に
あ
つ
て
は

三
パ
ー
セ
ン
ト
、
土
地
価
額
に
軽
度
の
減
価
を
来
す
場
合
に
あ

つ
て
は
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
額

土
地
面
積
に
対
す
る
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
の
平
面
が
垂
直
に

地
表
を
画
す
る
部
分
（
工
作
物
そ
の
他
の
物
件
が
広
告
物
等
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
広
告
物
等
の
広
告
の
表
示
面
を

垂
直
に
土
地
に
投
影
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
投

影
部
分
）
の
面
積
の
割
合
を
土
地
価
額
に
乗
じ
て
得
た
額
の
四

パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
金
額

建
物
延
面
積
に
対
す
る
使
用
す
る
面
積
（
広
告
物
等
の
設
置
に

使
用
す
る
場
合
で
あ
つ
て
当
該
広
告
物
等
の
広
告
の
表
示
面
の

面
積
が
当
該
広
告
物
等
の
設
置
に
使
用
す
る
面
積
を
上
回
る
と

き
に
あ
つ
て
は
、
当
該
広
告
物
等
の
広
告
の
表
示
面
の
面
積
）

の
割
合
を
建
物
価
額
に
乗
じ
て
得
た
額
の
十
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

に
相
当
す
る
金
額

宅
地
、
田
畑
に
あ
つ
て
は　

一
、
五
〇
〇

円山
林
に
あ
つ
て
は　

八
七
〇
円

宅
地
、
田
畑
に
あ
つ
て
は　

八
八
〇
円

山
林
に
あ
つ
て
は　

三
〇
〇
円

宅
地
、
田
畑
に
あ
つ
て
は　

二
三
〇
円

山
林
に
あ
つ
て
は　

九
〇
円

宅
地
、
田
畑
に
あ
つ
て
は　

四
六
〇
円

山
林
に
あ
つ
て
は　

一
九
〇
円

宅
地
、
田
畑
に
あ
つ
て
は　

八
六
〇
円

山
林
に
あ
つ
て
は　

三
五
〇
円

構
築
物

船
舶
等
の
動
産

�
　

鉄
塔

�
　

そ
の
他
構
築
物

一
年
間
に
償
却
さ
れ
る
べ
き
金
額
に
当
該
使
用
さ
せ
る
設
備
等

の
重
量
を
乗
じ
た
も
の
を
、
当
該
使
用
さ
せ
る
設
備
等
を
含
む

設
備
全
体
の
総
重
量
で
除
し
た
金
額
に
一
・
〇
五
を
乗
じ
て
得

た
金
額
と
す
る
。

受
益
の
程
度
を
考
慮
し
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

一
年
間
に
償
却
さ
れ
る
べ
き
金
額
に
一
・
〇
五
を
乗
じ
て
得
た

金
額



　
　
　

ハ　

次
号
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
土
地
の
使
用
料

　
　

九　

建
物
の
み
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
建
面
積
に
相
当
す
る
土
地
の
使
用
料
を
加
算
す
る
。

　
　

十　

使
用
料
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
十
円
に
切
り
上
げ
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（3）　 平成23年３月31日　木曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第28号　　 


